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（１）砂浜保全に関する海岸法の枠組み

我が国の海岸線延長の特徴
主な国の面積あたりの海岸線延長※

主な国の人口あたりの海岸線延長※

※海岸線の延長が上位20位の国のうち、人口一億人以上の国のみ抽出して比較

世界の海岸線の延長
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【出典】
人口及び面積）
日本：総務省統計局「人口推計」、国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
外国：「U.S.Central Intelligence Agency,The Factbook 2014」

海岸線延長）
日本：「平成27年度版 海岸統計（平成27年3月31日現在）」
外国：「U.S.Central Intelligence Agency,The Factbook 2014」
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（１）砂浜保全に関する海岸法の枠組み

我が国の海岸線の概要
日本の海岸線の総延長は約35千kmと極めて長大であり、このうち防護工事の対象となる海岸として、約14千km
が海岸保全区域に指定されている。海岸線の概要は以下のとおりである。

3

※

海面利用・海洋環境
は海岸法の対象外

原則として50ｍ 原則として50ｍ

海岸保全区域

原則として
50ｍを超える陸域は
海岸法の対象外

海岸及び海岸と連続性のある区域

▽

▽

満潮位

干潮位

※

※

※有施設延長 9.7千km

海岸線延長 約35千km

要保全海岸延長※ 14.4千km
一般公共海岸
区域延長

8.3千km

その他
12.5千km

海岸保全区域延長※ 13.7千km
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海岸法の適用範囲

※ 「要保全海岸延長」及び「海岸保全区域延長」は二線堤(0.5千km)及び重複区間（0.3千km）を除く。
※ 「一般公共海岸区域延長」は現在調査中の段階であり、数値は推計値である。
※ 「砂浜のある海岸線延長」は図面及び航空写真等から計測された値である。

資料）平成28年度版 海岸統計（平成28年3月31日現在）

砂浜のある海岸線延長
約4.8千km

・保安林
・鉄道護岸
・道路護岸
・飛行場 など

※指定の日の属する年の春分の日における満潮位・干潮位

※

3

公共海岸

※一般公共海岸とは、海岸保全区域以外の公共海岸を指す。
海岸を保全していく必要が生じた場合には、指定して海岸保全区域に編入される。



（１）砂浜保全に関する海岸法の枠組み

海岸省庁の役割分担

海岸に隣接する農地

砂浜海岸

漁業を支える漁港

国際・国内物流を支える港湾

干拓地等

港湾区域

水管理・国土保全局所管

港湾隣接地域

※ 海岸保全区域以外は一般公共海岸区域

漁港区域

海岸保全区域

農村振興局所管水産庁所管港湾局所管

4



（１）砂浜保全に関する海岸法の枠組み

海岸省庁の役割分担 5

■ 海岸省庁では、全国の海岸線を網羅した保全区域図を作成・共有しており、
地域毎に各所管間で連携して、海岸を管理している。



（１）砂浜保全に関する海岸法の枠組み

海岸保全区域の指定

海岸保全区域は、水際線から５０ｍをこえて指定してはならない。
ただし、地形、地質、潮位、潮流等の状況により必要やむを得ない
と認められるときは、５０ｍを超えて指定することができる。

（海岸法第3条第3項）
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海面利用・海洋環境
は海岸法の対象外

原則として50ｍ 原則として50ｍ

海岸保全区域

原則として
50ｍを超える陸域は
海岸法の対象外

海岸及び海岸と連続性のある区域

▽

▽

満潮位

干潮位



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

線的防護から面的防護へ 7

■ 昭和40年代頃までは、堤防、護岸、突堤が主体の「線的防護方式」で
あった。
昭和50～60年代頃からは、離岸堤（人工リーフを含む）※、養浜、
緩傾斜堤防等により、波浪等の外力を沖合から海岸内部までの面的な
空間に分散させ受け止める「面的防護方式」が採用されるようになった。

■ これにより、砂浜の保全・回復を目的とする対策がより効果的となった。
※ 海岸の前面に島や岩礁があると、陸岸と島の間に徐々に土砂がつき三角状の州ができる。

この原理を海岸の侵食対策に応用した工法が離岸堤による侵食対策である。

【線的防護方式】 【面的防護方式】



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

砂浜保全に関する工法 8

突堤

離岸堤

人工リーフ（潜堤）

ヘッドランド

養浜

サンドバイパス



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

海岸保全施設の延長等の変遷 9

■ 線的防護から面的防護が採用されるようになったことにより、
最近20年では離岸堤・人工リーフが着実に増加するとともに、
毎年の養浜量が大きく増加している。
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（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

砂浜保全に関するこれまでの施策 10

年次 砂浜の保全
そのもの

関係者との連携
による砂浜の保全

砂浜の保全に
利用の価値を付加

流砂系における
総合的な土砂管理

S35 海岸侵食対策事業
S48 海岸環境整備事業
S62 コースタル・コミュニティ・ゾーン

H4 なぎさリフレッシュ

H8 エコ・コースト 海と緑の健康地域づくり
（健康海岸）

H9 いきいき・海の子・浜づくり

H10 「流砂系の総合的な土砂管理に向けて」
（総合土砂管理小委員会報告）

H11 海岸法改正

H12 自然豊かな海と森の整備
（白砂青松の創出）

H17 鳥取沿岸の総合的な土砂管理ガイドライン
H25 安部川総合土砂管理計画
H26 日野川流砂系の総合土砂管理計画
H27 相模川流砂系総合土砂管理計画

■砂浜保全は従前から取り組まれていたが、これらの取組を踏まえ、
平成11年に海岸法が改正され、砂浜の法制度上の位置付けが
明確化された。



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

平成11年海岸法の改正（環境・利用を目的に追加）
海岸法 第一条（目的）

この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から
海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な
利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

海岸法の一部改正

海岸法の制定

津波、高潮、波浪等の海岸災害から
の防護のための海岸保全の実施

昭和3１年

平成11年

車による砂浜への乗り入れにより、ウミガメの
産卵地や海浜植物の生息地等が荒らされる
ことも。

ナホトカ号油流出事故（福井県三国町）

防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海
岸管理制度の創設
地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の
創設
海岸法の対象となる海岸の拡張
（一般公共海岸区域の創設）
国の直轄管理制度の導入

11

第１回資料
の再掲



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

平成11年海岸法の改正（砂浜の海岸保全施設として指定） 12

■ 平成11年の海岸法改正により、海岸を防護する機能を
有する砂浜を海岸保全施設として指定することができる
こととなった。
【海岸法】

第2条 この法律において「海岸保全施設」とは、（中略）海岸保全区域内にある堤防、
突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜（海岸管理者が、消波等の護岸を防護する機能
を維持するために設けたもので、指定したものに限る。）その他海水の侵入又は海水に
よる侵食を防止するための施設（中略）をいう。

【海岸保全施設の技術上の基準を定める省令】
第7条 （海岸保全施設とする）砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位

の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が
確保されるよう定めるものとする。
一 消波することにより越波を減少させる機能
二 堤防等の洗掘を防止する機能

２ 砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるもの
とする。



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

平成11年海岸法改正の砂浜保全に関するポイント

■ 海岸の防護のみを目的とした施設管理の法律から、
海岸の環境・利用が目的に加わり、
海岸という場・空間を総合的に管理する法律になった。

■ 砂浜を海岸保全施設として指定できることが明記され、
海岸に占める砂浜の重要性がより明確になった。

13

第１回資料
の再掲



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

総合土砂管理の取り組み（鳥取県の総合的な土砂管理ガイドライン）
14

■ 総合土砂管理にもとづく海岸保全を推進するためのガイドラインを
全国ではじめて策定。

■ 鳥取沿岸の目指すべき土砂管理目標を設定。

【出典】 鳥取県の総合的な土砂管理ガイドライン（平成17年6月）
第１回資料

の再掲



（２）砂浜保全に関するこれまでの施策

総合的土砂管理の取り組み（相模川流砂系総合土砂管理計画）
15

■ 直轄河川で複数の県（神奈川県、山梨県）が関わるものとして初めて総合土砂管理計画を策定
■ 相模川河口左岸に位置する茅ヶ崎海岸（柳島地区）の侵食対策として、ダム等の堆積土砂を
有効活用。

茅ヶ崎海岸（柳島地区）の侵食対策

相模ダム等の堆積土砂の河道域への還元量の増量

茅ヶ崎海岸（柳島地区）への相模ダム堆積土砂による養浜

相模湾有数の河口干潟環境の保全

還元量増量の影響を含めモニタリングによる状況確認

沿岸域における対策項目沿岸域における対策項目

離岸堤

ヘッドランド平塚新港

柳島地区 中海岸地区

河口砂州

河口テラス

茅ヶ崎漁港

茅ヶ崎海岸

沿岸漂砂

洪水時の土砂供給

洪水により河口テラスに堆積後、再移動

ダムからの養浜

サンドバイパス

養浜の実施

養浜の実施

土砂還元
（置き砂）

土砂還元
（置き砂）

土砂還元の増量

干潟

干潟

昭和48年 平成26年
河口干潟の減少：
海岸汀線の後退に伴い河口砂州が河道内に後退し、河口干潟面積が減少

河道域への
土砂還元量

（置き砂）の増量
ダムからの養浜



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

① 各海岸における取組事例
② 50mを越えて海岸保全区域を指定している事例
③ 砂浜が維持されて地域の活力に寄与している事例
④ かつてあった砂浜が失われたままとなっている事例



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 九十九里海岸の保全（千葉県）17

■ 一宮町は、年間60万人のサーファーが訪れる町であり、
一宮海岸はサーフィンの聖地と呼ばれている。

■ 2020東京オリンピックのサーフィン種目の開催地に決定している。

一宮町提供

いちのみやまち



18

■ 36箇所あった海水浴場のうち、2008年までに12箇所が不開設、
さらに2016年までに5箇所が不開設となり、
2016年に開設された海水浴場は19箇所に減少。

（匝瑳市では0箇所、横芝光町では1箇所、一宮町は１箇所となった。)
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赤字：2008年までに不開設となった海水浴場
橙字：2009年～2015年までに不開設となった海水浴場
緑字：2016年に開設された海水浴場
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（千葉県資料を元に、地理院地図データを加工して作成）

そ う さ し よ こ し ば ひ か り ま ち

（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 九十九里海岸の保全（千葉県）



■ 九十九里地域全体での侵食対策については、平成28年12月に千葉
県が「九十九里浜侵食対策検討会議」を設置して、検討。

■ 「千葉東沿岸海岸保全基本計画（H28.9）」では、
地域の意向や特性に応じた海岸づくりを推進するため、
市町村を主体として関係団体や地域住民などからなる
「海岸づくり会議｣を設置。
（これまで7つの会議を設置）

平成２２年６月に一宮町において
「一宮の魅力ある海岸づくり会議」を発足し
現在までに計11回開催。

専門家による海岸構造物や海洋環境等の
専門的知見の丁寧な解説により、
多面的な問題に対する科学的理解の
共有が図られ、情報の共有に基づく
具体的な検討が進む。

19

千葉県一宮町の「一宮の魅力ある海岸づくり会議」の事例

（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 九十九里海岸の保全（千葉県）



20

■ 一宮海岸では、ヘッドランドの設置によって汀線後退速度は、
一宮海岸全域の平均で1.4ｍ/年から0.7ｍ/年に改善。

■ モニタリングは年に１回、深浅測量を実施。

九十九里浜侵食対策検討会議資料より

（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 九十九里海岸の保全（千葉県）



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 虹の松原（佐賀県） 21

■ 浜崎海岸背後の「虹の松原」は、日本三大松原で特別名勝にも
指定され、地域の観光資源の一つとなっている。

■ 過去４４年で、汀線が最大６２ｍ後退。（浜崎漁港海岸）
■ 突堤・離岸堤の整備や養浜により、砂浜保全を実施中。
■ モニタリングは１～２年に１回の汀線測量、深浅測量を実施。

佐賀県 提供

は ま さ き



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 茅ヶ崎海岸（神奈川県） 22

■ 地域資産として砂浜が認知されており、海水浴やイベント等に利用。
■ 過去50年間で汀線が約50ｍ後退。
■ ヘッドランドの整備と併せてダムの浚渫土砂や漁港西側の
堆積土砂を有効活用した養浜を実施。

■ モニタリングは年に1回、深浅測量を実施。

サザンビーチ茅ヶ崎

養浜前（平成17年）

養浜後（平成20年）

ち が さ き



海岸侵食が進行し
温泉施設が倒壊

侵食対策の実施

■ 大正時代に海岸侵食が進行し、海岸沿いの温泉施設が倒壊。
■ 離岸堤や人工リーフ、サンドバイパスなどの侵食対策を実施。
■ 砂浜の回復により、海水浴等の利用者が増加、トライアスロン等の海岸利用。
■ モニタリングは、汀線測量（年２回）と深浅測量（年1回）を実施。

かんな流しの衰退により工区東側より侵食が進行

東側の整備により西側の侵食が進行

皆生温泉街

皆生温泉街

皆生温泉街
東側の整備により西側の侵食がさらに進行

東→

離岸堤の建設によって砂浜が復元

突堤群等の整備により
皆生温泉街付近の汀線は若干回復

昭和22年（1947年）

昭和42年（1967年）

昭和53年（1978年）

※図中の黄色線は、この工区で汀線が最も後退した頃の昭和42年汀線を示す

←西

平成25年（2013年）
沖合施設によって汀線安定

（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 直轄海岸① 皆生海岸（鳥取県）23か い け



■ 過去50年間で汀線が平均65m(最大94m)後退。
■ 突堤や埋設護岸、養浜等の侵食対策を実施。
■ 砂浜の保全を目的として、行政・市民・専門家の三者が一体となって、
侵食対策の効果を確認しながら事業を実施。

■ モニタリングは、汀線測量（年２回）と深浅測量（年1回）を実施。

【市民】
“宮崎海岸市民談義所”
（広く開かれた議論の場）

［宮崎海岸出張所］
（海岸よろず相談所）

《専門家》

市民連携
コーディネータ

“侵食対策検討委員会”
“技術分科会、効果検証分科会”

［事業主体］

関係機関（宮崎県・宮崎市）

①市民からの意見を
しっかりと受け止める

②市民のなかに出向き
意見を聞く

●宮崎海岸トライアングル
～行政・市民・専門家、三者一体となって考える～

侵食対策検討委員会

埋設護岸
養浜

突堤

24Ｚ
（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 直轄海岸② 宮崎海岸（宮崎県）24



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

①各海岸における取組事例 高浜海岸（長崎県） 25

■ 高浜海岸は、離島のポケットビーチで日本の渚・100選に選定。
道路を砂丘より陸側に控え、良好な景観と生態系を確保している。

■ ポケットビーチとなっており侵食被害はない。
■ 深浅測量等のモニタリングは実施していない。

九州大学 清野聡子准教授 提供

た か は ま

た か は ま



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

②５０ｍを越えて海岸保全区域を指定している事例 主な理由 26

■ 突堤や人工リーフ等の海岸保全施設の整備（計画）が
必要なため
（例）九十九里海岸、白浜海岸ほか 多数

■ 砂浜の砂利採取により海岸に悪影響を与えるおそれがあるため
（例）表浜、葛西海岸、茅ヶ崎海岸ほか

海面利用・海洋環境
は海岸法の対象外

原則として50ｍ 原則として50ｍ

海岸保全区域

原則として
50ｍを超える陸域は
海岸法の対象外

海岸及び海岸と連続性のある区域

▽

▽

満潮位

干潮位

おもてはま か さ い

海岸保全区域として指定



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

②５０ｍを越えて海岸保全区域を指定している事例 一宮海岸（千葉県） 27

■ ヘッドランドの整備が必要なため、沖合約450ｍまで区域を指定。
■モニタリングは年1回、深浅測量を実施。

千葉県 提供

450m

いちのみや



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

②５０ｍを越えて海岸保全区域を指定している事例 表浜海岸（愛知県） 28

■ 表浜海岸では、当初の目的は、
砂利採取防止であったが、規制を行うことで、
現在の砂浜や海食崖、ウミガメの産卵場
などの貴重な自然や景観が守られている。

■ モニタリングは、深浅測量（年１回）と
航空写真測量（２年に１回）を実施し汀線の管理を行っている。

沖合3kmまで保
全区域を指定

3km

おもてはま

おもてはま



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

②５０ｍを越えて海岸保全区域を指定している事例 葛西海岸（東京都） 29

■ 東京都の葛西海岸では、砂利採取防止を目的に海側に
約５km （我が国最大）の海岸保全区域を指定。

■ 目視による巡視を行っている。

羽田空港

↑
葛西海岸
海岸保全区域

葛西

お台場

隅田川

江
戸
川
河
口

荒川河口
東京都葛西臨海公園

5km

九州大学 清野聡子准教授 提供

か さ い

か さ い



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

③砂浜が維持されて地域の活力に寄与している事例 琴浜海岸（秋田県） 30

■ 海水浴場の景観を回復するため、離岸堤を撤去し、
人工リーフを設置。

■ 目標汀線の確保と景観を両立。
■ モニタリングは、年に１回深浅測量を実施。

事業着手時(H8) 離岸堤が
景観に悪影響

離岸堤を撤去。
人工リーフにより砂浜も確保されている

平成２２年５月撮影

若美漁港

宮沢海水浴場

離岸堤
を撤去

人工リーフ
を設置

（離岸堤は人工リーフの基礎材に再利用）

ことはま



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

③砂浜が維持されて地域の活力に寄与している事例 御立岬海岸（熊本県） 31

■ 御立岬海岸は、熊本県内最大級の人工ビーチであり海水浴
時期はもちろんのこと、海外大型クルーズ船のツアールートの
一部となっている。

■ 潜堤、砂溜り堤、階段式護岸の整備や養浜を実施。
■ モニタリングは、海開きの前と台風の後などに目視により実施。

お た ち み さ き

地理院地図より



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

④かつてあった砂浜が失われたままとなっている事例 糸魚川海岸（新潟県）
32

■ 糸魚川海岸では、一部砂浜が消失し、越波量が増加
→ 国道８号が頻繁に全面通行止め、背後の民家まで海水到達

■ 消波ブロックや人工リーフ等の整備により、越波被害は抑えられるよ
うになった。一方、侵食の進行により砂浜は消失し、回復していない。

■ モニタリングは、高波波浪等のイベント後に消波ブロック等の海岸保
全施設を目視により巡視している。

平成4年7月撮影昭和51年7月撮影 昭和62年撮影

消波ブロックの前面に砂浜が
見られる状況

国道８号への越波状況 侵食が進み、砂浜が消失した状況

い と い が わ



（３）砂浜保全とモニタリングの取組事例

④かつてあった砂浜が失われたままとなっている事例 謝敷海岸（沖縄県）
33

■ 謝敷海岸は本島の西側海岸で１番のウミガメ産卵場所であるが、
沖での砂利採取や台風の影響により侵食が進行。

■ 海岸背後に集落等のまとまった資産はなく、海岸侵食対策事業
実施の要件には合致しないため、養浜等の対策は難しい。

■ 海岸保全区域に指定しておらず、定点からの写真撮影（月１回）を
実施

背後にまとまった資産が無いため対策が困難

し ゃ し き


